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１ 精神疾患患者の状況 

○ 長野県の精神疾患患者数は、入院患者及び通院患者（自立支援医療受給認定者）を合せて、 

37,538 人（平成 29 年（2017 年）3 月 31 日現在）となっています。 

○ 入院患者数は減少傾向にありますが、通院患者数は５年前に比べ 23.1％増加しています。 

○ 疾病別にみると、「統合失調症」が 14,631 人（39.0％）で最も多く、次いで「気分（感情）障

害」が 11,921 人（31.8％）となっています。 

 

【図１】 精神疾患患者数の推移（各年３月 31 日現在） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健・疾病対策課調べ） 

【表１】 疾病別患者数（平成 29 年 3 月 31 日現在）                 （単位：人） 

区     分 入院患者数 通院患者数 合  計 

F0 症状性を含む器質性精神障害 653 1,152 1,805 

  F00 アルツハイマー病の認知症 296 830 1,126 

  F01 血管性認知症 77 107 184 

  F02-09 上記以外の症状性を含む器質性精神障害 280 215 495 

F1 精神作用物質による精神及び行動の障害 246 572 818 

F2 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 2,260 12,371 14,631 

F3 気分（感情）障害 501 11,420 11,921 

F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 85 2,224 2,309 

F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 21 112 133 

F6 成人の人格及び行動の障害 26 108 134 

F7 精神遅滞 79 437 516 

F8 心理的発達の障害 38 1,160 1,198 

F9 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害及び特定不能の精神障害  25 338 363 

てんかん（F0 に属さないものを計上する） 38 1,966 2,004 

その他 20 1,686 1,706 

合          計 3,992 33,546 37,538 

（保健・疾病対策課調べ） 
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２ 精神疾患の医療体制 

○ 精神病床を有する病院数・精神病床数は 30 病院・4,823 床（うち精神病床のみを有する病院

数・精神病床数は 15 病院・2,454 床）（平成 29 年（2017 年）４月１日現在）となっており、精

神病床数は、平成 19 年の 5,252 床から減少しています。 

○ 平成 27 年（2015 年）における精神病床の人口 10 万対平均在院患者数は 192.5 人（少ない順

で全国 13 位）、平均在院日数は 225.4 日（短い順で全国２位）、病床利用率は 83.5％（少ない順

で全国 11 位）となっています（平成 27 年（2015 年）病院報告）。 

○ 精神科・神経内科・心療内科を主たる診療科とする精神科等診療所数は 52 診療所（平成 26

年（2014 年）10 月１日現在）となっており、平成 23 年の 42 診療所から増加しています。 

○ 平成 26 年（2014 年）における病院に勤務する精神科等医師数は 273 人となっており、平成

23 年の 291 人から減少しています。 

○ 県内を住所地とする精神保健指定医数は 205 人（平成 29 年（2017 年）４月１日現在）とな

っており、平成 19 年の 159 人から増加しています。 

○ 精神科訪問診療を実施している医療機関は、10 病院、24 診療所（医療機能調査結果）となっ

ています。また、精神科訪問看護を実施している医療機関は、28 病院、14 診療所（医療機能調

査結果）となっています。 

 

３ 精神保健福祉相談の状況 

○ 精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談件数（面接相談及び電話相談）は 10,501 件

（平成 27 年度（2015 年））となっており、平成 25 年以降、増加傾向で推移しています。 

【表２】 精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談実施状況         （単位：件） 

年 度 
老人精 

神保健 

社  会 

復  帰 

アルコ 

ール 
薬  物 

ｷﾞｬﾝ 

 ﾌﾞﾙ・ 

 嗜 癖 

思春期 

心 の 

健 康 

づくり 

うつ・ 

う つ 

状 態 

発 達 

障がい 
その他 合 計 

平成 
25年度 

 

33 

 

1,667 

 

379 

 

88 

 

161 

 

240 

 

981 

 

1,271 

 

1,774 

 

1,235 

 

7,829 

 26年度 43 1,776 383 63 184 321 1,570 1,543 1,499 1,504 8,886 

 27年度 63 2,941 773 127 206 432 1,423 1,642 1,376 1,518 10,501 

（厚生労働省：衛生行政報告例） 

 

４ 地域移行・地域生活支援の状況 

○ 平成 27 年（2015 年）６月に県内の精神科病院に入院した精神疾患患者の入院後３か月時点、

６か月時点、１年時点の退院率は、それぞれ 65.6％、85.0％、91.0％となっており、平成 24 年

（2012 年）の 62.6％、82.4％、90.7％から上昇しています。 

○ 平成 28 年（2016 年）６月 30 日現在の入院患者のうち、入院期間が１年以上の患者数は 2,355

人（入院患者の 58.8％。65 歳以上 1,379 人、65 歳未満 976 人）となっています。入院期間が１

年以上の患者数は平成 23 年（2011 年）６月 30 日現在の 2,805 人から減少しています。 

○ ３か月以内の再入院率は 12.4％（平成 27 年度（2015 年度））となっており、平成 24 年の 17.4％

から低下しています。 

○ 地域移行支援関係者により構成する長野県自立支援協議会（精神障がい者地域移行支援部会）、

障がい保健福祉圏域ごとの精神障がい者地域生活支援協議会において、精神疾患患者の地域生活
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への移行や地域生活を継続するための支援の協議、研修会などを実施しています。 

○ 障がい保健福祉圏域の障がい者総合支援センター等において地域生活支援を担当するコーデ

ィネーター等による連絡会議を定期的に開催し、各圏域の取組や課題の情報交換、事例検討など

により関係者の資質向上を図っています。 

 

５ 精神疾患等別の状況 

（１）統合失調症 

○ 統合失調症の患者数は、入院患者及び通院患者（自立支援医療受給認定者）を合せて、14,631

人（平成 29 年（2017 年）３月 31 日現在）となっており、平成 24 年の 14,200 人から微増して

います。精神疾患患者数の 39.0％を占め、最も大きな割合となっています。 

○ 治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している難治性の重症な精神症状を有する患者に対する

計画的な医学管理を継続して実施している医療機関は、８病院、１診療所となっています（治療

抵抗性統合失調症治療指導管理料）。 

（２）うつ病・躁うつ病 

○ うつ病・躁うつ病の患者数は、入院患者及び通院患者（自立支援医療受給認定者）を合せて、

11,921 人（平成 29 年（2017 年）３月 31 日現在）となっており、平成 24 年の 9,833 人から 21.2％

増加しています。精神疾患患者数の 31.8％を占め、統合失調症に次ぐ患者数となっています。 

○ うつ病などに対する有用性が報告されている認知行動療法を実施している医療機関は、17 病

院、９診療所（医療機能調査結果）となっています。 

○ うつ病患者の早期発見・早期治療を目的に、10 郡市医師会において、内科医等かかりつけ医

と精神科医の医療連携体制構築に取り組んでいます。 

（３）認知症 

○ 認知症高齢者数は、厚生労働省が推計した高齢者人口に占める認知症高齢者の有病率を用いて

推計したところ、平成 24 年（2012 年）に 8.8 万人、平成 27 年（2015 年）に 9.8～10.0 万人と

の結果となりました。更に、いわゆる団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）には

12.2～13.2 万人と、65 歳以上高齢者の約５人に１人が認知症高齢者になると見込まれます。 

【図２】 認知症高齢者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）厚生労働省「日本における認知症高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年）及び 

国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来推計人口」(平成 25 年)より試算 
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○ 平成 27 年（2015 年）１月に厚生労働省が策定した「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプ

ラン）」に基づき、次の施策を推進しています。 

 ➢ 認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、認知症疾患医療センターを３か所（飯田病

院、北アルプス医療センターあづみ病院、佐久総合病院）に設置しています。 

【表３】 認知症疾患医療センターの運営状況 

年 度 鑑別診断件数 専門医療相談件数 
かかりつけ医等 

への研修会 

認知症疾患医療

連携協議会 

 
平成26年度 

件 
736  

件 
3,136  

回 
6  

回 
15  

  27年度 758  3,068  13  15  

  28年度 調査中 調査中 調査中 調査中 

（保健・疾病対策課調べ） 

 ➢ かかりつけ医の認知症診断等に関する相談役等の役割を担う認知症サポート医の養成を進

めるほか、医師や病院医療従事者等の認知症対応力の向上を図るための研修会を開催していま

す。 

【表４】 認知症サポート医数、医師等の対応力向上研修受講者数（累計）     （単位：人） 

年 度 
認知症サポー

ト医数 

医師等の対応力向上研修受講者数 

医 師 病院医療従事者 看護職員 歯科医師 薬剤師 

平成26年度 71  614  134  － － － 

  27年度 103  653  375  － － － 

  28年度 142  704  512  127  101  97  

（保健・疾病対策課調べ） 

 ➢ 認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初

期の支援を包括的、集中的に行う認知症初期集中支援チームが●市町村（平成 29 年（2017 年）

３月 31 日現在）に設置されており、平成 30 年（2018 年）４月１日からは全ての市町村にお

いて活動が開始される見込みです。 

➢ 若年性認知症（65 歳未満で発症する認知症）に対する専門的診療を実施している医療機関

は、24 病院、25 診療所（医療機能調査結果）となっています。 

 ➢ 若年性認知症（65 歳未満で発症する認知症）についての普及啓発、相談窓口の設置、若年

性認知症支援コーディネーターの設置など、その状態や環境に応じた適切な支援を受けられる

体制づくりを推進しています。 

 ➢ 認知症に対する県民の理解を深めるため、講演会の開催やリーフレットの配布など普及啓発

に取り組んでいます。 

（４）児童・思春期精神疾患 

○ 思春期精神疾患に対する専門的診療を実施している医療機関は、20 病院、18 診療所（医療機

能調査結果）となっています。このうち２病院では、医師、看護師、精神保健福祉士等による集

中的かつ多面的な治療が行われています（児童・思春期精神科入院医療管理料）。 

（５）発達障がい 

○〔発達障がい者の実態の記載について検討中〕 

○ 平成 27 年（2015 年）３月現在、発達障がい診療を行っている医療機関は 34 病院、34 診療科
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となっています。（精神保健福祉センター調べ） 

○ 平成 24 年（2012 年）１月に取りまとめられた「長野県における発達障害者支援のあり方報告

書」に基づき、次の施策を推進しています。 

➢ 発達障がいの診療体制の整備や技術力の向上、関係機関の連携強化を推進し、身近な地域で

医療的及び療育的支援を受けやすくするため、発達障がい診療医を対象とした研修会や二次医

療圏域ごとに医療・福祉・教育・行政機関等の支援関係者を対象とした研修会などを開催して

います。 

【表５】 発達障がい診療医研修等の開催状況       （単位：人） 

年 度 発達障がい診療医研修会 支援関係者研修会 

平成25年度 － 1,112  

  26年度 － 1,181  

  27年度 98  959  

  28年度 70  739  

（保健・疾病対策課調べ） 

 ➢ 発達障がい者支援に関する幅広い分野と年代の知識と経験を有する発達障がいサポート・マ

ネージャーを二次医療圏域ごとに配置し、支援機関への支援（支援技術の向上、連携体制構築

など）に取り組んでいます。 

 ➢ 早期発見・早期支援のため、市町村におけるアセスメントツール導入を促進しており、平成

28 年（2016 年）６月末現在、65 市町村において導入されています。 

 ➢ 精神保健福祉センターに「長野県発達障がい者支援センター」を設置し、発達障がい者及び

その家族への相談支援、支援関係者に対する研修、普及啓発等を実施しています。 

（６）依存症 

① アルコール依存症 

➢ アルコール依存症に対する専門的診療を実施している医療機関は、15 病院、10 診療所（医

療機能調査結果）となっており、このうち５病院では、医師、看護師、精神保健福祉士等によ

る集中的かつ多面的な治療が行われています（重度アルコール依存症入院医療管理加算）。 

➢ 平成 26 年（2014 年）６月１日に施行されたアルコール健康障害対策基本法及び平成 28 年

（2016 年）５月 31 日に閣議決定されたアルコール健康障害対策推進基本計画に基づき、長野

県アルコール健康障害対策推進計画（計画期間：平成 30 年度～平成 35 年度）を策定し、飲

酒に伴うリスクに関する知識の普及、切れ目のない支援体制の整備などに取り組んでいきます。 

② 薬物依存症 

➢ 薬物依存症に対する専門的診療を実施している医療機関は、10 病院、６診療所（医療機能

調査結果）となっています。 

➢ 平成 28 年６月に施行された刑の一部執行猶予制度が効果的に実施されるよう、長野保護観

察所その他関係機関と連携し、支援対象者への支援を行っています。 

③ ギャンブル等依存症 

➢ ギャンブル等依存症者の実態把握、適切な医療を受けられる医療体制の整備、医療、福祉、

教育などの連携による発生、進行、再発の各段階に応じた予防や回復の対策などギャンブル等

依存症への抜本的対策の強化が求められています。 

  ○ 精神保健福祉センターでは、アルコール・薬物・ギャンブル依存症に対応した独自の回復プロ



 

6 

グラム「ＡＲＰＰＳ（アルプス）」を開発し、平成 27 年度（2015 年度）から依存症の人のグル

ープミーティングで活用しています。また、依存症の支援者や関係機関、家族等を対象に研修会

や家族講座を開催しています。 

（７）てんかん 

○ てんかんに対する専門的診療を実施している医療機関は、22 病院、21 診療所（医療機能調査

結果）となっています。 

（８）精神科救急 

○ 平成 28 年度（2016 年度）の夜間・休日の受診件数は 4,911 件となっており、平成 26 年度（2014

年度）の 5,773 件から減少しています。 

○ 夜間・休日に緊急な医療を必要とする精神障がい者が、迅速かつ適正な医療を受けられるよう、

東信圏域３病院、北信圏域７病院、中信圏域７病院、南信圏域３病院の輪番体制により、精神科

救急医療体制を整備しています（休日は、東信圏域と北信圏域を統合して運用）。 

また、長野県立こころの医療センター駒ヶ根を常時対応施設として位置付け、24 時間 365 日

対応しています。 

【表６】 輪番病院による精神科救急診療件数   （単位：件） 

年 度 東北信 中 信 南 信 計 

平成 26 年度 224 245 324 793 

  27 年度 292 278 371 941 

  28 年度 303 257 425 985 

（保健・疾病対策課調べ） 

○ 継続的に診療している患者について休日・夜間も対応できる体制がある医療機関は、25 病

院、22 診療所（医療機能調査結果）となっています。 

○ 精神科救急情報センターの機能を有する「精神障がい者在宅アセスメントセンター（りんど

う）」を設置し、平日夜間・休日（平成 29 年（2017 年）６月１日からは休日も夜間のみ）にお

ける精神障がい者や家族等からの相談に対応しています。 

【表７】 精神障がい者在宅アセスメントセンター相談実施状況（平成 28 年度） （単位：件） 

区 分 
相談者 居住地 緊急受診 

本人等 機関等 東信 中信 南信 北信 その他 必要 
不要・ 
その他 

平日夜間 134 16 12 33 19 60 26 15 135 

休  日 150 14 3 50 19 74 18 19 145 

計 284 30 15 83 38 134 44 34 280 

（保健・疾病対策課調べ） 

（９）身体合併症 

○ 精神科以外の疾病している患者に対して、合併症の一部は対応可能な精神科病院、併症のほと

んどを自院で対応可能な精神科病院は、それぞれ 17 病院、６病院（医療機能調査結果）となっ

ています。 

○ 精神科入院患者に対して人工透析治療、歯科治療を実施している精神科病院は、それぞれ 5５

病院、12 病院（医療機能調査結果）となっています。 

（10）自殺対策 
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○ 人口動態統計による自殺者数は、平成 15 年（2003 年）の 576 人をピークに減少傾向で推移

し、平成 27 年（2015 年）に 378 人と 19 年ぶりに 400 人を下回り、平成 28 年（2016 年）は

●●人となっています。 

○ 平成 27 年（2015 年）の自殺死亡率（人口 10 万人当たり自殺者数）は 18.2 で、全国 21 位（少

ない順）となっており、依然として憂慮すべき状況にあります。 

【図３】 自殺者数の推移（平成 22 年～平成 28 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省：人口動態統計） 

○ 本県の自殺者については、20 歳未満の自殺死亡率が全国 39 位（平成 27 年（2015 年））と高

いこと、勤務問題を原因とする自殺者が増えていること（平成 25 年（2013 年）42 人⇒平成 28

年（2016 年）46 人）などが特徴です。 

○ 弁護士による法律相談と保健師による健康相談を併せて行う「くらしと健康の相談会」の実施、

うつ病などの早期発見・早期支援を行う医療連携体制の構築支援、自殺対策を実施する市町村や

関係団体への支援、普及啓発などにより、自殺者の更なる減少を目指しています。 

  ○ 精神保健福祉センターに「長野県自殺対策推進センター」を設置し、自殺の実態把握・分析・

情報提供、人材（支援者）養成研修、市町村自殺対策計画策定支援などに取り組んでいます。 

☞長野県自殺対策推進計画 

（11）災害精神医療 

○ 過去に発生した大規模地震災害等において、本県からの心のケアチーム等の派遣状況は次のと

おりです。 

【表８】 大規模災害時における心のケアチーム等の派遣状況 

年 度 災  害 
派遣状況 

備   考 
病院数 チーム数 人数 

 
平成23年度 

 
東日本大震災 

病院 
14  

ﾁｰﾑ 
37  

人 
168  

 
心のケアチーム 

  26年度 御嶽山噴火災害 1  3  16  災害派遣精神医療チーム 

   神城断層地震災害 1  4  27  心のケアチーム 

  28年度 熊本地震災害 1  1  8  災害派遣精神医療チーム 

（保健・疾病対策課調べ） 

  ○ 地震等による大規模自然災害や大規模事故災害等の発生時には、被災地域における精神保健医

自殺率 

（人口 10 万対） 

自殺者数 

（人） 

501 493 
447 

442 426 

378 
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療機能の一時的低下や災害ストレス等の精神的問題の発生など精神保健医療への需要が拡大し

ます。被災地域において専門性の高い精神科医療の提供や精神保健活動の支援を行う災害派遣精

神医療チーム（DPAT）の派遣や県内で発生した場合の統括（指揮命令）の体制の整備を進めてい

ます。 

（12）医療観察法における対象者への医療 

○ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成 17 年法

律第 110 号。以下「医療観察法」という。）の施行（平成 17 年（2005 年）７月）から平成 28

年（2016 年）５月までの長野地方裁判所による処遇決定数は、入院処遇決定 47 件、通院処遇決

定６件となっています。 

  ○ 県内における医療観察法に基づく医療機関の指定状況（平成 29 年（2017 年）４月 30 日現在）

は、次のとおりです。 

【表９】 医療観察法における医療機関の指定状況成        （単位：施設） 

区       分 医療機関数 

指定入院医療機関  2  

指定通院医療機関 基幹病院 13  

 補助的な医療機関・訪問看護ステーション 7  

 薬局 48  

（保健・疾病対策課調べ） 

 

６ 課題 

○ 精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神

科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制

を構築する必要があります。 

○ 多様な精神疾患等ごとに医療機関の役割を整理し、相互の連携を推進するとともに、患者本位

の医療を実現していけるよう、各医療機関の医療機能を明確化する必要があります。 
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１ 多様な精神疾患に対応できる医療連携体制の構築について 

 

(1) 精神医療圏は、第６次保健医療計画と同じく４医療圏（東信、北信、中信、南信）と 

してはどうか。 

 

 

(2) 対象とする精神疾患の領域は、「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」に記載され 

ている 15領域とすべきか。あるいは、本県の実情を踏まえ、追加又は削除すべきか。 

 

 

(3) 疾患ごとの、県連携拠点医療機関、地域連携拠点医療機関、地域精神科医療提供医療 

機関の選定をどのように行うべきか。 

 

 

(4) 認知症疾患医療センターについて、北信ブロックへの地域型センターの整備が進まな 

い中、医療機能の強化を図るため、センター未設置の二次医療圏にも地域型センター又 

は連携型センターの整備を進めるべきではないか。 

 

 

 

２ 精神障害にも対応できる地域包括ケアシステムの構築について 

 

(1) 長期入院患者の地域移行はどうあるべきか。 

 

 

 

 

 

  

精神疾患対策に関する論点 

 

資料 5 ② 
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論点１ 多様な精神疾患に対応できる医療連携体制の構築について 

 

 

 

(1) 精神科医療圏について 

    ☞６月中に厚労省から、精神医療圏の検討資料（ＮＤＢによる、医療圏別、疾患別 

     の患者数、医療機関数）が提供される見込み。 

 

    ☞精神医療圏ごとの協議の場 

 

 

 

 

  

協議の場の役割 

 圏域内のあるべき地域精神科医療連携体制の構築を協議（特に、圏域

内の病院・病院間連携及び病院・診療所間連携の深化） 
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(2) 保健医療計画の対象とする精神疾患領域について 

☞指針第２の２ 

多様な精神疾患等ごとに各医療機能の内容（目標、医療機関に求められる事 

項）について、地域の実情に応じて柔軟に設定。 

（地域の実情を踏まえ、追加、削除）。 

 

    ☞連携拠点医療機関等に求める機能  別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 県連携拠点医療機関、地域連携拠点医療機関、地域精神科医療提供医療機関の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 認知症疾患医療センターの整備 

  

「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」の 15領域 

①統合失調症、②うつ・躁うつ病、③認知症、④児童・思春期精神疾患、 

⑤発達障害、⑥依存症（アルコール、薬物、ギャンブル等）、 

⑦外傷性ストレス障害（PTSD）、⑧高次脳機能障害、⑨摂食障害、 

⑩てんかん、⑪精神科救急、⑫身体合併症、⑬自殺対策、⑭災害精神医療、 

⑮医療観察法における対象者への医療 

 

☆都道府県連携拠点医療機関 

⇒領域ごとに少なくとも１か所医療計画に明記。複数明記する場合は、一体 

的に機能できるよう考慮。 

◎地域連携拠点医療機関 

⇒領域ごと精神医療圏ごとに１か所以上明記が望ましい。 

○地域精神科医療提供医療機関 

⇒領域ごと精神医療圏ごとに１か所以上明記が望ましい。 
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（別紙） 

精神疾患の医療体制に求められる医療機能（指針 第２の２） 

 

 

区       分 
地域精神科医療 

提供機能 

地域連携 

拠点機能 

都道府県連携 

拠点機能 

目 
 
 
 
 

標 

患者本位の医療機能の提供 ○ ○ ○ 

多職種協働による支援の提供 ○ ○ ○ 

地域の保健医療介護福祉関係機関との連

携・協力 
○ ○ ○ 

医療連携  地域拠点 都道府県拠点 

情報収集発信  地域拠点 都道府県拠点 

人材育成  地域拠点 都道府県拠点 

支援機能  地域精神科 

医療提供機 

能の支援 

地域連携拠点 

機能の支援 

医
療
機
関
に
求
め
ら
れ
る
事
項
（
例
） 

患者の状況に応じた適切な精神科医療の提

供、緊急時の対応体制・連絡体制の確保 
○ ○ ○ 

多職種チームによる支援体制 ○ ○ ○ 

医療器機関、障害福祉サービス事業所等と

連携した生活の場で必要な支援の提供 
○ ○ ○ 

地域連携会議  運営支援 運営 

積極的な情報発信  ○ ○ 

研修  多職種による 

研修の企画・ 

実施 

専門職に対す 

る研修プログ 

ラムの提供 

個別相談への対応、難治性精神疾患・処遇

困難事例の受入対応 

 地域精神科医 

療提供機能医 

療機関への対 

応 

地域連携拠点 

機能医療機関 

への対応 
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論点２ 精神障害にも対応できる地域包括ケアシステムの構築について 

 

 

 

(1) 長期入院患者の地域移行について 

 

    ☞退院率、長期入院患者の状況  別紙参照 

 

 

第５期障害福祉計画に係る国の基本指針における成果目標 

○保健・医療・福祉関係者による協議の場（各障害保健福祉圏域、市町村）の設置 

○精神病床の１年以上入院患者数：14.6万人～15.7万人 

  （H26年度末の 18.5万人と比べ 3.9万人～2.8万人減） 

○退院率：入院後３か月 69％、入院後６か月 84％、入院後１年 90％ 
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&'(8
 [8Y XX\ X8Y ]X ZZ] 7(̂7_

&'([
 [78 X(( X8] \) Z8) 7X̂)_ X̀)�([&a7(̂7_

&'(7
 [(( XY] XZ\ 7] ZXZ 7ŶY_
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